
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
二
日
提
出

質

問

第

一

七

三

号

「
検
察
の
理
念
」
を
踏
ま
え
た
法
務
省
の
過
去
の
反
省
へ
の
取
り
組
み
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

貴

子
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「
検
察
の
理
念
」
を
踏
ま
え
た
法
務
省
の
過
去
の
反
省
へ
の
取
り
組
み
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
四
月
三
十
日
、
法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
り
、
録
音
・
録
画
等
に
よ
る
取
り
調
べ
の
可
視
化
の
制
度
化
等
を
検
討
し

て
き
た
法
制
審
議
会
の
「
新
時
代
の
刑
事
司
法
制
度
特
別
部
会
」
が
開
催
さ
れ
、
過
去
二
十
五
回
の
議
論
を
ま
と
め
た
試
案

（
以
下
、
「
試
案
」
と
す
る
。
）
が
提
示
さ
れ
た
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

前
文
で
触
れ
た
法
制
審
議
会
に
よ
る
議
論
は
、
一
九
九
〇
年
に
栃
木
県
足
利
市
で
当
時
四
歳
の
女
児
が
殺
害
さ
れ
た
い
わ

ゆ
る
足
利
事
件
で
容
疑
者
と
さ
れ
、
無
期
懲
役
が
確
定
し
、
服
役
中
だ
っ
た
菅
家
利
和
さ
ん
が
、
女
児
の
下
着
に
付
着
し
て

い
た
体
液
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
が
菅
家
さ
ん
の
も
の
と
は
一
致
し
な
い
と
の
鑑
定
結
果
が
出
て
、
二
〇
〇
九
年
六
月
四
日
、
千
葉
刑

務
所
か
ら
釈
放
さ
れ
、
後
に
無
罪
と
な
っ
た
こ
と
や
、
同
年
、
郵
便
料
金
の
割
引
制
度
が
悪
用
さ
れ
た
事
件
に
関
連
し
、
当

時
の
厚
生
労
働
省
の
村
木
厚
子
局
長
が
逮
捕
さ
れ
、
容
疑
者
と
さ
れ
た
事
件
を
受
け
、
最
高
検
察
庁
が
「
検
察
の
理
念
」
と

い
う
指
針
を
出
し
、
検
察
の
捜
査
の
あ
り
方
が
取
り
調
べ
や
供
述
調
書
に
過
度
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
状
況
を
変
え
る
た

め
と
い
う
、
過
去
の
反
省
の
上
に
始
ま
っ
た
も
の
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

二

「
試
案
」
は
、
一
で
触
れ
た
菅
家
さ
ん
や
村
木
元
局
長
の
事
件
、
そ
し
て
「
検
察
の
理
念
」
を
踏
ま
え
、
過
去
の
不
祥
事

に
対
す
る
検
察
の
真
摯
な
反
省
が
十
分
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
か
。
谷
垣
禎
一
法
務
大
臣
の
「
試
案
」
に
対
す

一



る
評
価
如
何
。

三

谷
垣
大
臣
と
し
て
、
現
在
の
法
務
省
は
、
「
検
察
の
理
念
」
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
職
務
に
ま
い
進
し
て
い
る
と
言
え

る
と
認
識
し
て
い
る
か
。
言
え
る
の
な
ら
、
そ
の
具
体
的
根
拠
を
踏
ま
え
、
説
明
さ
れ
た
い
。

四

一
九
六
六
年
に
静
岡
県
で
発
生
し
た
強
盗
殺
人
放
火
事
件
で
犯
人
と
さ
れ
、
死
刑
が
確
定
し
た
元
プ
ロ
ボ
ク
サ
ー
の
袴
田

巖
氏
に
対
し
、
本
年
三
月
二
十
七
日
、
静
岡
地
方
裁
判
所
は
、
死
刑
お
よ
び
拘
置
の
執
行
停
止
と
再
審
開
始
を
決
定
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
静
岡
地
検
は
同
月
三
十
一
日
、
即
時
抗
告
を
行
っ
て
い
る
。
菅
家
さ
ん
や
村
木
元
局
長
の
事
件
を
受
け
、
検

察
と
し
て
「
検
察
の
理
念
」
を
策
定
し
、
ま
た
法
制
審
議
会
に
お
い
て
「
試
案
」
を
出
し
、
取
り
調
べ
の
可
視
化
に
向
け
て

の
議
論
を
進
め
、
国
民
の
理
解
を
得
る
べ
く
努
力
し
て
き
た
こ
と
が
、
こ
の
即
時
抗
告
に
よ
り
一
瞬
に
し
て
水
泡
に
帰
す
こ

と
に
な
っ
た
と
考
え
る
が
、
谷
垣
大
臣
の
見
解
如
何
。

五

本
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
た
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
、
当
方
の
質
問
に
対
す
る
法
務
省
林
刑
事
局
長
の
答
弁
を
見

て
も
、
法
務
省
、
検
察
庁
と
し
て
、
「
検
察
の
理
念
」
を
踏
ま
え
た
真
摯
な
も
の
と
は
感
じ
ら
れ
ず
、
法
務
省
、
検
察
庁
と

し
て
の
反
省
は
十
分
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
谷
垣
大
臣
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


